
別紙  組織的ないじめ対応の流れ 

 

いじめ対策委員会 

＜構 成＞ 
校長 副校長 生活指導主任 

特別支援教育コーディネーター 

養護教諭 スクールカウンセラー 

被害生徒・加害生徒の学年主任  

（必要に応じて学級担任も） 

◇事実確認・情報収集 

・調査方針・調査方法の確認 

・大島町教育委員会への報告と連携 

 

 

・被害生徒の保護・ケア 

  ・加害生徒への働きかけ・指導 

  ・報告生徒の保護 

  ・関係諸機関との連携 

  ・保護者・地域との連携 

◇指導方針・指導体制確立 

◇指導、対応の継続 

・経過観察等 

職員会議等 

（全教職員） 

情報共有 
指導・支援 

被害生徒 

・安全の確保 

・不安の除去 

・寄り添える体制 

・自尊感情を高める 

加害生徒 

・行為の責任の自覚 

・別室での指導等 

・いじめの背景に目を 

 向けた指導 

東京都教育庁 

大島出張所 

報
告 

助
言 

いじめ問題 

防止会議 

報
告 

具
申 

報告 

連携 

指導 
助言 
指示 

保護者との連携 

・ＰＴＡの活用 
・緊急保護者会の開催 

地域との連携 

・民生・児童委員等 
 に見守り・巡回等 
 の依頼 

◇事後観察・支援の継続 
◇学校評価による取組

の分析、改善 

いじめの解消（収束） 

・被害生徒がいじめの解消を自覚し、関係生徒との関係 
が良好となっている 

関係諸機関 

●医 療 機 関 
●大島警察署 
●教育相談室 

●福 祉 機 関 
子ども家庭支援センター 

児 童 相 談 所 

   保   健   所 

など 
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いじめ問題 

対策委員会 

情報提供 

大島町教育委員会 

大島町立第三中 

い じ め 認 知 
（重大事態含む） 
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